
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
号

鉱
業
法
施
行
法
　
抄

（
鉱
業
権
）

第
一
条
　
鉱
業
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
四
十
五
号
。

以
下
「
旧
鉱
業
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
試
掘
権
は
、

第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
鉱
業
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
に
よ
る
試
掘
権
と

な
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
鉱
業
法
に
よ
る
採
掘
権
又
は
砂
鉱
法
（
明
治
四
十

二
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
「
旧
砂
鉱
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
砂
鉱
権
は
、
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、

新
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
に
よ
る
採
掘
権
と
な

つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
旧
鉱
業
法
に
よ
る
石
油
を
目
的
と
す
る
試
掘
権
又
は

採
掘
権
は
、
新
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
に
よ
る

石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
目
的
と
す
る
試
掘
権
又

は
採
掘
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
　
旧
重
要
鉱
物
増
産
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
三
十
五

号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
同
法
（
以
下
「
旧
増
産
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七

条
ノ
二
の
規
定
に
よ
る
使
用
権
又
は
旧
石
炭
鉱
業
権
等

臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

同
法
（
以
下
「
旧
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
使
用
権
（
以
下
「
旧
使
用
権
」
と
い
う
。
）

は
、
試
掘
鉱
区
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
も
、
新

法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
法
に
よ
る
租
鉱
権
と
な
つ

た
も
の
と
み
な
す
。

（
鉱
区
の
面
積
等
）

第
二
条
　
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

新
法
に
よ
る
鉱
業
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧

鉱
業
法
に
よ
る
鉱
業
権
（
石
炭
を
目
的
と
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
鉱
区
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
四

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

旧
鉱
業
法
第
九
条
第
二
項
の
例
に
よ
る
。
但
し
、
そ
の

鉱
区
に
つ
い
て
は
、
減
少
、
増
加
及
び
減
少
又
は
分
割

後
の
鉱
区
の
面
積
が
新
法
第
十
四
条
第
二
項
の
面
積
を

下
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
減
少
、
増
加
及
び
減
少
又
は

分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
に
よ
る
採
掘
権
と

な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧
砂
鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権

の
鉱
区
の
境
界
（
当
該
砂
鉱
権
の
変
更
後
の
鉱
区
の
境

界
を
除
く
。
）
又
は
面
積
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
四

条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
鉱
業
権
の
存
続
期
間
）

第
三
条
　
第
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新

法
に
よ
る
試
掘
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧
鉱

業
法
に
よ
る
試
掘
権
の
存
続
期
間
は
、
従
前
の
存
続
期

間
の
満
了
の
日
ま
で
と
す
る
。
但
し
、
新
法
第
十
八
条

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
九
条
の
規
定
の
適

用
を
妨
げ
な
い
。

２
　
前
項
但
書
の
場
合
に
お
い
て
、
新
法
第
十
八
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
回
」
と

あ
る
の
は
「
一
回
」
と
、
「
三
回
」
と
あ
る
の
は
「
二

回
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
試
掘
権
で
あ
つ
て
、
新
法
の
施
行
の
日
か

ら
四
箇
月
以
内
に
存
続
期
間
の
満
了
す
る
も
の
に
つ

き
、
新
法
の
施
行
後

初
に
な
さ
れ
る
存
続
期
間
の
延

長
の
申
請
に
つ
い
て
の
新
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
存
続
期
間
の
満
了
前

三
箇
月
以
上
六
箇
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
「
新
法
の
施

行
の
日
か
ら
一
箇
月
以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

４
　
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
に
よ
る
租
鉱
権

と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧
使
用
権
の
存
続
期
間

は
、
従
前
の
存
続
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
と
す
る
。
但

し
、
新
法
第
七
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

（
追
加
鉱
物
の
掘
採
）

第
四
条
　
新
法
の
施
行
の
際
現
に
石
灰
石
、
ド
ロ
マ
イ

ト
、
けヽ
いヽ
石
、
長
石
、
ろヽ
うヽ
石
、
滑
石
若
し
く
は
新
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
火
粘
土
（
以
下
「
追
加

鉱
物
」
と
い
う
。
）
を
掘
採
す
る
者
又
は
そ
の
承
継
人

は
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
間
は
、
従
前
の
例

に
よ
り
そ
の
掘
採
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
法

の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
当
該
掘
採
者
又
は
そ

の
承
継
人
が
当
該
掘
採
区
域
に
つ
い
て
当
該
追
加
鉱
物

を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
を
し
た
場
合
に

お
い
て
、
出
願
の
却
下
若
し
く
は
不
許
可
の
通
知
を
受

け
る
ま
で
、
新
法
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
許
可

が
そ
の
効
力
を
失
う
ま
で
、
又
は
鉱
業
権
の
設
定
の
登

録
が
あ
る
ま
で
、
当
該
出
願
の
区
域
に
つ
い
て
、
ま
た

同
様
と
す
る
。

（
優
先
権
）

第
五
条
　
新
法
の
施
行
の
日
の
六
箇
月
以
前
か
ら
引
き
続

き
追
加
鉱
物
を
掘
採
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
承
継
人
が

新
法
の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
当
該
追
加
鉱
物

を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
を
し
た
と
き

は
、
当
該
掘
採
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
新
法

第
二
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
出
願
（
第

十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
新
法

に
よ
る
出
願
と
み
な
さ
れ
た
旧
鉱
業
法
に
よ
る
出
願
及

び
試
掘
権
者
が
そ
の
試
掘
鉱
区
と
重
複
し
て
し
た
採
掘

権
の
設
定
の
出
願
を
除
く
。
）
に
対
し
優
先
権
を
有
す

る
も
の
と
し
、
且
つ
、
新
法
第
十
四
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
十
六
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に

第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
そ
の
出
願
に
は
、
適
用
し
な

い
。

第
六
条
　
新
法
の
施
行
の
日
の
一
年
以
前
か
ら
引
き
続
き

追
加
鉱
物
の
取
得
を
目
的
と
す
る
土
地
の
使
用
に
関
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
者
（
土
地
の
所
有
者
を
除
く
。
）

又
は
そ
の
承
継
人
が
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
以

内
に
当
該
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の

出
願
を
し
た
と
き
は
、
当
該
権
利
を
行
使
で
き
る
土
地

の
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
新
法
第
二
十
七
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
出
願
（
前
条
の
規
定
に

よ
る
出
願
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
新
法
に
よ
る
出
願
と
み
な
さ
れ
た
旧
鉱
業
法

に
よ
る
出
願
及
び
試
掘
権
者
が
そ
の
試
掘
鉱
区
と
重
複

し
て
し
た
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
を
除
く
。
）
に
対
し

優
先
権
を
有
す
る
も
の
と
し
、
且
つ
、
新
法
第
十
四
条

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
、
第
二
十
九
条
、
第

三
十
条
並
び
に
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
そ
の
出
願
に

は
、
適
用
し
な
い
。
但
し
、
当
該
土
地
の
区
域
に
つ
い

て
前
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る

鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
が
許
可
さ
れ
た
と
き
は
、
新
法

第
十
六
条
、
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
　
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
追
加
鉱

物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
（
前
二
条
の

規
定
に
よ
る
出
願
を
除
く
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
通

商
産
業
局
長
は
、
そ
の
出
願
地
に
係
る
土
地
の
所
有
者

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
土
地
の
所
有
者
が
前
項
の
通
知
の
到
達
の
日
か
ら
三

十
日
以
内
に
当
該
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の

設
定
の
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
の

区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
新
法
第
二
十
七
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
出
願
（
前
二
条
の
規
定
に

よ
る
出
願
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
新
法
に
よ
る
出
願
と
み
な
さ
れ
た
旧
鉱
業
法

に
よ
る
出
願
及
び
試
掘
権
者
が
そ
の
試
掘
鉱
区
と
重
複

し
て
し
た
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
を
除
く
。
）
に
対
し

優
先
権
を
有
す
る
も
の
と
し
、
且
つ
、
新
法
第
十
四
条

第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、

そ
の
出
願
に
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
新
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
土
地
の

所
有
者
が
知
れ
な
い
場
合
又
は
そ
の
所
在
が
不
分
明
な

場
合
に
お
け
る
同
項
の
通
知
に
準
用
す
る
。

（
重
複
す
る
区
域
の
出
願
等
）

第
八
条
　
第
五
条
又
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
試
掘
権
の

設
定
の
出
願
を
し
、
そ
の
設
定
の
登
録
を
得
た
者
が
そ

の
試
掘
鉱
区
と
重
複
し
て
当
該
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す

る
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
重
複

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
六
条
及
び
第
三
十

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
試
掘
権
の
設
定
の
出
願
を

し
、
そ
の
設
定
の
登
録
を
得
た
者
が
そ
の
試
掘
鉱
区
の

全
部
を
含
む
区
域
に
つ
い
て
当
該
追
加
鉱
物
を
目
的
と

す
る
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
を
し
た
と
き
は
、
新
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
九
条
　
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業

権
の
設
定
の
出
願
に
係
る
掘
採
区
域
若
し
く
は
権
利
を

有
し
て
い
る
土
地
の
区
域
又
は
第
五
条
、
第
六
条
若
し

く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
設
定
の
出
願
を

し
、
そ
の
設
定
の
登
録
を
得
た
鉱
業
権
の
鉱
区
と
重
複

し
、
且
つ
、
同
種
の
鉱
床
中
に
存
す
る
鉱
物
を
目
的
と

す
る
試
掘
鉱
区
の
試
掘
権
者
が
そ
の
重
複
す
る
部
分
と

重
複
し
て
試
掘
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
鉱
物
を
目
的

と
す
る
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

重
複
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
六
条
及
び
第

三
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
重
複
す
る
鉱
区
の
鉱
業
権
等
）

第
十
条
　
鉱
業
権
者
は
、
そ
の
鉱
区
が
第
五
条
若
し
く
は

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
に
係
る

掘
採
区
域
若
し
く
は
権
利
を
有
し
て
い
る
土
地
の
区
域

又
は
第
五
条
、
第
六
条
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
設
定
の
出
願
を
し
、
そ
の
設
定
の
登
録

を
得
た
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
鉱
区
と
重

複
す
る
と
き
は
、
そ
の
重
複
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

新
法
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
追
加
鉱
物

を
掘
採
し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
外
、
鉱
業
権
者
は
、
新
法

の
施
行
の
日
か
ら
六
箇
月
間
は
、
新
法
第
五
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
鉱
業
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る

鉱
物
と
同
種
の
鉱
床
中
に
存
す
る
追
加
鉱
物
を
掘
採

し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
一
条
　
第
五
条
、
第
六
条
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
設
定
の

出
願
を
し
、
そ
の
設
定
の
登
録
を
得
た
者
は
、
そ
の
鉱

区
が
当
該
追
加
鉱
物
と
同
種
の
鉱
床
中
に
存
す
る
鉱
物

を
目
的
と
す
る
他
人
の
鉱
区
と
重
複
す
る
と
き
は
、
そ

の
重
複
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
五
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
追
加
鉱
物
以
外
の
鉱
物
を
掘
採

し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
協
議
及
び
決
定
）

第
十
二
条
　
第
五
条
、
第
六
条
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
設
定
の
出
願
を
し
、
そ
の
設
定
の
登
録

を
得
た
追
加
鉱
物
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
鉱
区
と
当

1



該
追
加
鉱
物
と
同
種
の
鉱
床
中
に
存
す
る
鉱
物
を
目
的

と
す
る
鉱
業
権
の
鉱
区
が
重
複
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
鉱
業
権
者
は
、
そ
の
重
複
す
る
部
分
に
お
い
て
鉱

物
を
掘
採
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
他
の
鉱
業
権
者
と

協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
協
議
が

調
わ
な
い
と
き
は
、
鉱
業
権
者
は
、
経
済
産
業
局
長
の

決
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
新
法
第
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
決
定
に
準
用
す
る
。

（
補
償
金
）

第
十
三
条
　
新
法
の
施
行
の
際
、
追
加
鉱
物
を
掘
採
す
る

者
又
は
追
加
鉱
物
の
取
得
を
目
的
と
す
る
土
地
の
使
用

に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
契
約
又
は
慣
習
に
よ

り
代
償
を
受
け
て
い
る
土
地
の
所
有
者
は
、
第
五
条
、

第
六
条
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
鉱
業
権
の

設
定
の
出
願
を
し
、
そ
の
設
定
の
登
録
を
得
た
者
に
対

し
て
、
当
該
追
加
鉱
物
の
掘
採
に
つ
い
て
相
当
の
補
償

金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
土
地
の
所
有
者
は
、
鉱

業
権
者
に
対
し
て
、
補
償
金
に
つ
い
て
相
当
の
担
保
を

提
供
す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
鉱
業
権
者
は
、
正
当

な
事
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
承
諾
を
拒
む
こ
と
が
で
き

な
い
。

４
　
土
地
の
所
有
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
経
済
産
業
局
長
の
決
定
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５
　
新
法
第
四
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
決
定
に
準
用
す
る
。

（
砂
金
）

第
十
四
条
　
新
法
の
施
行
の
際
旧
砂
鉱
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
砂
金
を
採
取
す
る
権
利
を
有
す
る
採
掘

権
者
は
、
新
法
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
法

の
施
行
の
日
か
ら
三
箇
月
間
は
、
そ
の
採
掘
鉱
区
（
旧

砂
鉱
法
第
六
条
第
一
項
但
書
の
砂
鉱
区
と
重
複
す
る
部

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

内
に
存
す
る
砂
金
を
掘
採
し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
次
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
場
合
に
お

い
て
、
同
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
、
又
は
確
認
し
な

い
旨
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
採
掘
権
者
が
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
三
箇
月

以
内
に
、
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
採
掘
鉱

区
内
に
砂
金
が
存
す
る
旨
を
通
商
産
業
局
長
に
届
け
出

て
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
採
掘
権
者

は
、
新
法
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
採
掘

鉱
区
内
に
存
す
る
砂
金
を
掘
採
し
、
及
び
取
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
　
砂
鉱
を
目
的
と
す
る
鉱
業
権
の
鉱
業
権
者

は
、
そ
の
鉱
区
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
砂
金
を
掘
採

し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
採
掘
権
者
の
採
掘

鉱
区
と
重
複
す
る
と
き
は
、
そ
の
重
複
す
る
部
分
に
つ

い
て
は
、
新
法
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
砂
金

を
掘
採
し
、
及
び
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
鉱
業
の
出
願
）

第
十
六
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
つ
て
し
た
鉱
業
の
出
願
は
、
新
法
第
二
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
採
掘
出
願
人
は
、
新
法
の
施

行
の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
予
想
さ
れ
る
鉱
害
の
範

囲
及
び
態
様
に
つ
い
て
記
述
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
鉱
業
の
出
願
に
関
し
て
は
、
出
願
の
区
域
の

面
積
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
旧
鉱
業
法
第
九
条
第
二
項
の
例
に

よ
る
。

（
砂
鉱
の
出
願
）

第
十
七
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
砂
鉱
法
第
八
条
の
規
定

に
よ
つ
て
し
た
砂
鉱
の
出
願
は
、
新
法
第
二
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
採
掘
権
の
設
定
の
出
願
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
砂
鉱
出
願
人
は
、
新
法
の
施
行
の

日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
新
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
鉱
床
説
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
砂
鉱
の
出
願
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
十
四
条

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
許
可
の
通
知
）

第
十
八
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
又
は
旧
砂
鉱
法

に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
鉱
業
又
は
砂
鉱
の

出
願
を
許
可
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
旨
の
通
知
は
、

新
法
第
四
十
三
条
の
鉱
業
権
の
設
定
の
出
願
の
許
可
の

通
知
と
み
な
す
。

（
鉱
種
名
の
更
正
）

第
十
九
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
に
基
く
命
令
の

規
定
に
よ
つ
て
し
た
鉱
種
名
の
更
正
の
出
願
は
、
新
法

第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。

（
訂
正
の
出
願
）

第
二
十
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
二
十
五
条
第

一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
訂
正
の
出
願

の
命
令
に
基
く
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

第
二
十
一
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
二
十
六
条

（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
訂
正
の
出
願
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
増
減
の
出
願
）

第
二
十
二
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
二
十
七
条

（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
出
願
地
又
は
鉱
区

の
増
減
の
出
願
は
、
新
法
第
三
十
六
条
又
は
第
四
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
鉱
業
出
願
地
又
は
鉱
区
の
増
減
の
出

願
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
第

一
項
後
段
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
三
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
砂
鉱
法
第
二
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
旧
鉱
業
法
第
二
十
七
条
又
は
旧
砂

鉱
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
砂
鉱
出
願
地
又

は
砂
鉱
区
の
増
減
の
出
願
は
、
新
法
第
三
十
六
条
又
は

第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
採
掘
出
願
地
又
は
採
掘
鉱

区
の
増
減
の
出
願
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
第
十
七
条
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

（
掘
進
増
区
の
出
願
等
）

第
二
十
四
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
三
十
六
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
増
区
の
出

願
又
は
鉱
区
の
訂
正
の
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
改
正
の
出
願
の
命
令
等
）

第
二
十
五
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
三
十
八
条

第
一
項
（
旧
砂
鉱
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
鉱
区
又
は
砂

鉱
区
の
改
正
の
出
願
の
命
令
及
び
こ
れ
に
基
く
出
願
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
錯
誤
の
許
可
）

第
二
十
六
条
　
新
法
の
施
行
前
に
錯
誤
に
よ
り
鉱
業
の
出

願
又
は
砂
鉱
の
出
願
を
許
可
し
た
と
き
は
、
経
済
産
業

局
長
は
、
そ
の
錯
誤
を
訂
正
す
る
た
め
、
鉱
業
権
の
取

消
し
又
は
変
更
の
処
分
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉱
業
権
等
の
取
消
）

第
二
十
七
条
　
新
法
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で

及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
旧
鉱
業
法
、
旧

砂
鉱
法
、
旧
増
産
法
又
は
旧
措
置
法
中
に
こ
れ
に
相
当

す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
新
法
の
施
行
前
に
生

じ
た
事
由
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

（
施
業
案
）

第
二
十
八
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
四
十
四
条

第
一
項
（
旧
砂
鉱
法
第
二
十
三
条
、
旧
増
産
法
第
十
七

条
ノ
二
十
二
第
二
項
及
び
旧
措
置
法
第
三
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
認
可
を
受
け
た
施
業
案
は
、
新
法
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
十
九
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
四
十
五
条

第
一
項
（
旧
砂
鉱
法
第
二
十
三
条
、
旧
増
産
法
第
十
七

条
ノ
二
十
二
第
二
項
及
び
旧
措
置
法
第
三
十
三
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

つ
て
し
た
施
業
案
の
変
更
の
命
令
は
、
新
法
第
百
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
施
業
案
の
変
更
の
命
令
と
み
な

す
。

（
事
業
の
着
手
）

第
三
十
条
　
旧
鉱
業
法
に
よ
る
鉱
業
権
者
若
し
く
は
旧
砂

鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権
者
が
新
法
の
施
行
の
際
ま
だ
事
業

に
着
手
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
旧
増
産
法
第
十
七
条

ノ
二
の
規
定
に
よ
る
使
用
権
者
若
し
く
は
旧
措
置
法
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
権
者
（
以
下
「
旧
使
用
権

者
」
と
い
う
。
）
が
新
法
の
施
行
の
際
ま
だ
事
業
に
着

手
し
て
お
ら
ず
、
若
し
く
は
そ
の
事
業
を
休
止
し
て
い

る
と
き
は
、
新
法
第
六
十
二
条
第
一
項
又
は
第
八
十
六

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
期

間
は
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
旧
鉱
業
法
に
よ
る
鉱
業
権
者
又
は
旧
砂
鉱
法
に
よ
る

砂
鉱
権
者
が
新
法
の
施
行
の
際
そ
の
事
業
を
休
止
し
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
、
期
間
を
定
め
、
事
由
を
具
し
て
通
商
産
業
局

長
に
申
請
し
、
そ
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
新
法
第

六
十
二
条
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
障
害
物
の
除
却
）

第
三
十
一
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
五
十
三
条

第
一
項
（
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
、
旧
増
産
法
第
十
七
条

ノ
二
十
二
第
二
項
、
同
法
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
及
び
旧
措
置
法
第
三
十
三
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
た
障
害
物
の
除
却
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
土
地
の
使
用
）

第
三
十
二
条
　
新
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
鉱
業
法
第
五
十

六
条
第
一
項
（
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
、
旧
増
産
法
第
十

七
条
ノ
二
十
二
第
二
項
、
同
法
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
及
び
旧
措
置
法
第
三
十

三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
を
使
用
し
て
い
る
者
は
、
旧

鉱
業
法
第
六
十
五
条
（
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
、
旧
増
産

法
第
十
七
条
ノ
二
十
二
第
二
項
、
同
法
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
及
び
旧
措
置
法

第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
新
法
第
百
四
条
の

規
定
に
よ
り
使
用
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
新
法
の
施
行
前
三
年
以
内
に
旧
鉱
業
法
第
五
十
六
条

第
二
項
（
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
、
旧
増
産
法
第
十
七
条

ノ
二
十
二
第
二
項
、
同
法
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
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す
る
旧
砂
鉱
法
第
十
七
条
及
び
旧
措
置
法
第
三
十
三
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
つ
て
し
た
許
可
は
、
新
法
の
施
行
の
日
に
新
法
第

百
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
も
の
と
み
な

す
。

（
砂
鉱
区
内
の
土
地
の
使
用
）

第
三
十
三
条
　
新
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
砂
鉱
法
第
十
二

条
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
を
払
い
渡
し
て
他
人
の
土
地

を
使
用
し
て
い
る
者
は
、
同
法
第
十
六
条
に
規
定
す
る

場
合
を
除
き
、
新
法
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
し

て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
砂
鉱
区
の
鉱
区
の
重
複
）

第
三
十
四
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
砂
鉱
法
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
と
と
の
つ
て
い
る
と
き
は
、

新
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
が
あ

り
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
と
と
の

つ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
鉱
害
）

第
三
十
五
条
　
新
法
第
六
章
の
規
定
は
、
新
法
の
施
行
前

の
作
業
に
よ
つ
て
新
法
の
施
行
後
に
生
じ
た
損
害
に

も
、
適
用
す
る
。

２
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
七
十
四
条
ノ
二
、
第

七
十
四
条
ノ
三
、
第
七
十
四
条
ノ
八
及
び
第
七
十
四
条

ノ
九
（
以
上
の
各
規
定
を
旧
砂
鉱
法
第
二
十
三
条
、
旧

増
産
法
第
十
七
条
ノ
二
十
二
第
一
項
及
び
旧
措
置
法
第

三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た
旧
鉱
業
法
に
よ
る
鉱
業
権

者
、
旧
砂
鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権
者
又
は
旧
使
用
権
者
の

賠
償
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
法
の
施
行
の
際
既
に
消
滅
し
て
い
る
旧
鉱
業
法
に

よ
る
鉱
業
権
又
は
旧
砂
鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権
の
鉱
業
権

者
又
は
砂
鉱
権
者
で
あ
つ
た
者
の
賠
償
の
責
任
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
法
第
百
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
百

十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
賠
償

の
責
任
を
有
す
る
旧
鉱
業
法
に
よ
る
鉱
業
権
者
若
し
く

は
旧
砂
鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権
者
の
旧
鉱
業
法
に
よ
る
鉱

業
権
若
し
く
は
旧
砂
鉱
法
に
よ
る
砂
鉱
権
で
あ
つ
て
、

第
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
新
法

に
よ
る
鉱
業
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
が

譲
り
渡
さ
れ
、
若
し
く
は
こ
れ
に
租
鉱
権
が
設
定
さ
れ

た
場
合
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
賠
償
の
責
任
を
有

す
る
旧
使
用
権
者
の
旧
使
用
権
で
あ
つ
て
、
第
一
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
に
よ
る
租
鉱
権
と
な
つ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
が
消
滅
し
た
場
合
に
も
、
適
用

す
る
。

（
損
害
賠
償
の
予
定
）

第
三
十
六
条
　
新
法
第
百
十
四
条
の
規
定
は
、
新
法
の
施

行
前
に
し
た
損
害
賠
償
の
額
の
予
定
又
は
予
定
さ
れ
た

賠
償
額
の
支
払
に
も
、
適
用
す
る
。

（
供
託
物
）

第
三
十
七
条
　
新
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
鉱
業
法
第
七
十

四
条
ノ
四
第
一
項
（
旧
増
産
法
第
十
七
条
ノ
二
十
二
第

二
項
及
び
旧
措
置
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
供
託
さ
れ
て

い
る
物
は
、
新
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

供
託
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
訴
願
）

第
三
十
八
条
　
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
第
八
十
九
条

又
は
第
九
十
一
条
（
以
上
の
各
規
定
を
旧
砂
鉱
法
第
二

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
提
起
し
た
訴
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
旧
使
用
権
と
抵
当
権
と
の
関
係
）

第
三
十
九
条
　
第
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
新
法
に
よ

る
租
鉱
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旧
使
用
権

は
、
そ
の
登
録
前
に
当
該
鉱
業
権
に
つ
い
て
登
録
し
、

又
は
当
該
鉱
業
権
の
属
す
る
鉱
業
財
団
に
つ
い
て
登
記

し
た
抵
当
権
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
新
法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
の
規

定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
経
過
規
定
の
効
力
）

第
四
十
条
　
鉱
業
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
九
年
法
律
第
三

十
七
号
）
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
、
鉱
業
法
中
改
正

法
律
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
三
項

並
び
に
鉱
業
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
五
年
法
律
第
百

二
号
）
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
新
法
の

施
行
後
で
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
鉱
業

法
中
改
正
法
律
（
昭
和
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則

第
五
項
又
は
鉱
業
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
五
年
法
律

第
百
二
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
旧
砂
鉱
法
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定

は
、
新
法
の
施
行
後
で
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

３
　
鉱
業
法
中
改
正
法
律
（
昭
和
十
五
年
法
律
第
百
二

号
）
附
則
第
十
三
条
又
は
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧

鉱
業
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
施
業
案
は
、
新
法
第
六
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

４
　
旧
増
産
法
附
則
第
三
項
及
び
旧
措
置
法
附
則
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
新
法
に
よ
る
租
鉱
権
と
な
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
旧
使
用
権
は
、
消
滅
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
一
条
　
旧
鉱
業
法
附
則
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
坑
井
か
ら
噴
出
す
る
含
油
層
と
密
接
な

関
係
の
あ
る
可
燃
性
天
然
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
新
法
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
旧
鉱
業
法
等
の
規
定
に
よ
る
処
分
等
の
効
力
）

第
四
十
二
条
　
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十

二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
、

第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
場

合
の
外
、
新
法
の
施
行
前
に
旧
鉱
業
法
、
旧
砂
鉱
法
、

旧
増
産
法
又
は
旧
措
置
法
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
処

分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
法
中
に
こ
れ
に
相
当

す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
新
法
に
よ
つ
て
し
た
も
の

と
み
な
す
。

（
罰
則
の
適
用
）

第
六
十
条
　
新
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
関
し
て
は
、
新
法
附
則
第
二
項
並
び
に
第
四

十
四
条
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
八
条

及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則

こ
の
法
律
は
、
新
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
九
日
法
律
第
五
七

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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